
平成 30年度経営計画 
１．業務環境 
（１）栃木県の景気動向 

栃木県の景気は、緩やかに回復しつつあります。個人消費は、百貨店・スーパー販

売額が前年を上回るなど、緩やかに回復しつつあります。生産活動は、輸送機械や電

気機械で弱さがみられることなどから、持ち直しに向けたテンポが緩やかになってい

ます。雇用情勢は、有効求人倍率が堅調に推移しており、新規求人数が増加している

など、改善しています。 

先行きについては、海外経済の景気の下振れや為替・原油価格の動向など、地域経

済に影響を与える要因に注意する必要があるものの、各種政策の効果や雇用・所得環

境の更なる改善により、地域経済が着実な景気回復に向かうことが期待されます。 

また、栃木県においては、平成３０年４月から６月にかけてＪＲグループと県が協

働で取り組む大型観光企画「本物の出会い 栃木」デスティネーションキャンペーン

が実施されるほか、平成３４年（２０２２年）には、「とちぎ国体」の開催や「ＬＲＴ

（次世代型路面電車）」の開業が予定されているなど、これらのイベントや事業を通

じた栃木県経済への波及効果が期待されます。 

 

（２）中小企業を取り巻く環境 

日本経済は、各種政策の効果もあって、緩やかな改善傾向が続いており、企業収益

は過去最高水準となり、設備投資の増加や企業倒産の減少がみられるなど、中小企業・

小規模事業者を取り巻く状況も改善傾向にあります。 

一方で、改善の度合いは企業の規模や業種、地域等によってばらつきがあることに

加え、とりわけ中小企業・小規模事業者においては、売上・生産性の伸び悩み、設備

の老朽化、経営者の高齢化・後継者難、人手不足等の多様な経営課題を抱えており、

依然として厳しい経営環境に直面しています。 

県内の企業倒産件数（平成２９年１～１２月）をみると、２年連続で減少している

ものの、負債総額１億円未満及び従業員５名未満がともに約７割を占めるなど、小規

模事業者の倒産が目立っており、今後も経営改善が進んでいない返済緩和先をはじめ、

企業体力の乏しい小規模事業者の倒産が懸念されます。また、倒産件数を大幅に上回

る水準で推移している休廃業・解散のうち、７０代以上の高齢経営者の割合が増加し

ており、後継者難を理由とした休廃業・解散による雇用や技術・ノウハウの喪失が懸

念されます。 

金融情勢については、各金融機関とも積極的な融資姿勢にあり、超低金利の金融環

境下において、金融機関間の競争が激化しています。 



２．業務運営方針 

このような状況下、当協会は、多様な経営課題を抱え厳しい経営環境に直面してい

る中小企業・小規模事業者の成長・発展をサポートし、地域経済の活性化に貢献する

ため、金融支援と経営支援の一体的な取組の更なる推進を図ります。また、平成 30年

度からスタートする「中小企業の経営の改善発達を促進するための中小企業信用保険

法等の一部を改正する法律」の施行による新たな信用保証制度が、真に中小企業・小

規模事業者の発展を支えるものとなるよう適切に対応します。 

以上を踏まえ、平成 30年度は以下の基本方針に基づき業務運営を行っていきます。 

① 新たな信用保証制度の趣旨を踏まえ、中小企業・小規模事業者の多様な資金需要 

 に一層きめ細かく対応するとともに、金融機関との適切なリスク分担を通じた企 

 業の経営改善・生産性向上に向けた取組を推進します。特に保証限度額が拡充さ 

 れた創業者・小規模事業者の成長・持続的発展に資する支援に積極的に取り組み 

 ます。 

② 法改正により信用保証協会の業務に規定された経営支援業務については、組織体 

 制の強化を図るとともに、金融機関をはじめとする関係機関との連携を一層強化 

 し、中小企業・小規模事業者のライフステージに応じたきめ細かな支援に積極的 

 に取り組みます。 

③ 回収業務については、初動管理を徹底し、効率性を重視しながら回収の最大化に 

 努めるとともに、代位弁済後も事業を継続している企業や誠実に返済を継続して 

 いる保証人の再チャレンジ支援等に積極的に取り組むなど、個々の実情に応じ柔 

 軟に対応します。 

④ 公的機関としての信頼を確立するため、コンプライアンス態勢の一層の強化及び 

 反社会的勢力等の徹底的な排除に努めるとともに、リスク管理の徹底や人材の育 

 成等に努めることにより、経営基盤の強化を図ります。また、関係機関と連携し 

 た取組を通じて、地方創生や地域社会への一層の貢献を果たします。 

⑤ 創業者や小規模事業者をはじめ金融・経営支援を必要としている企業に対するタ 

 イムリーな支援を実施するため、経営改善や生産性向上等に資する保証制度や創 

 業・経営支援の取組等の情報を積極的に発信します。 

 

（１）ニーズに即した資金繰り支援 

① 資金需要に対し迅速な保証に努めるとともに、現地調査の実施等により経営実態 

 や特性等を的確に把握することで、企業の実情に応じたきめ細かな資金繰り支援 

 に取り組みます。 

② 調達コストが抑えられる地方公共団体制度をはじめとする各種保証制度を効果的 

 に活用した資金繰り支援に努めるとともに、新たな保証制度の創設や既存制度の 

 見直しを行います。 



③ 国や地方公共団体の施策とも呼応し、企業の健康経営や働き方改革を後押しする 

 「健康・働き方応援保証“はつらつ”」を推進するとともに、設備資金や新事業展 

 開にかかる保証について保証料率の割引を実施するなど、企業の生産性向上に向 

 けた取組を支援します。 

④ 借換保証の積極的な推進や返済緩和等の条件変更への柔軟な対応により、企業の 

 実情に応じた適切な資金繰り支援に取り組みます。 

⑤ 個々の企業の状況等を踏まえ、経営者保証を不要とする保証に適切に対応します。 

 

（２）小規模事業者への支援強化 

① 保証限度額が拡充された「小口零細企業保証」や調達コストが抑えられる地方公 

 共団体制度等を活用した効果的な資金繰り支援に取り組みます。 

② 常設窓口での相談対応や毎月開催する経営相談会に加え、認定支援機関等と連携 

 した経営支援により経営課題の解決をサポートし、小規模事業者の事業の成長と 

 持続的発展を支援します。 

③ 地域経済における事業・雇用の新たな担い手であるＮＰＯ法人に対し、適切かつ 

 きめ細かな支援に取り組みます。 

 

（３）創業支援の推進 

① 創業時の金融相談や計画策定のアドバイス等のきめ細かな支援に取り組みます。 

 また、必要に応じて中小企業診断士等を活用した創業計画の策定支援に取り組み 

 ます。 

② 国や地方公共団体制度を活用し、創業時の資金調達を積極的に支援するとともに、 

 関係支援機関との連携体制のもと実施し保証料の割引措置を講じている「創業等 

 連携サポート制度」の利用促進を図ります。また、保証限度額が拡充された「創 

 業関連保証」を活用し、創業後における資金調達の円滑化に努めます。 

③ 創業保証利用先へのモニタリングを実施し、必要に応じて中小企業診断士等の派 

 遣を通じたフォローアップ支援に取り組むとともに、ラジオや月報誌への出演・ 

 掲載機会の提供や創業保証利用先を対象としたセミナーを開催することで、創業 

 後の事業の安定と成長をサポートします。 

 

（４）金融機関との連携強化 

① 企業の実情に応じて柔軟に保証付き融資とプロパー融資を組み合わせるなど、金 

 融機関との連携・協調による資金繰り支援を一層推進することで、中小企業の経 

 営改善・生産性向上を促進します。 

② 金融機関と日常的に対話を行うことに加え、金融機関勉強会への積極的な参加や 

 金融機関支店長との意見交換・情報交換会を開催するなど、連携体制の構築に努 



 めます。 

 

（５）相談業務の充実 

① 関係機関との連携をより一層強化し、企業がライフステージの様々な局面で直面 

 する経営課題の解決に努めます。 

② 資金繰りに関する相談窓口の充実を図り、資金調達に不安を抱える企業等からの 

 相談に丁寧に対応します。 

 

（６）生産性向上・販路拡大支援の取組強化 

① 生産性向上を目指す先については、中小企業診断士等の派遣を通じた経営指導や 

 経営力向上計画等の経営計画策定支援に取り組みます。 

② 販路拡大を目指す先については、当協会が共催するビジネスフェア等によるマッ 

 チングや関係機関が主催するビジネスフェア等への出展支援の強化を図ります。 

 

（７）経営・再生支援の推進 

① 経営改善が見込まれる返済緩和先等については、金融機関と連携を図りつつ、中 

 小企業診断士等の派遣を通じた経営診断や経営改善計画策定支援、経営サポート 

 会議を活用した金融調整及び金融支援に加え、その後のフォローアップ支援に至 

 るまで、経営の安定に向けた支援に積極的に取り組みます。また、返済の正常化 

 にあたっては、経営支援型保証制度を活用した資金繰り支援に取り組み、継続的 

 な経営支援を実施します。 

② 延滞・事故先や経営改善が困難な先については、金融機関との連携により業況を 

 きめ細かくフォローし、条件変更を活用した継続的な資金繰り支援を実施すると 

 ともに、企業の実情に応じた各種支援策を講じながら事業継続に向けた支援に取 

 り組みます。 

③ 事業再生が見込める先については、金融機関や栃木県中小企業再生支援協議会等 

 と連携を図りながら、「求償権消滅保証」、「ＤＤＳ」、「不等価譲渡」等を活用した 

 抜本的な事業再生支援も含め、企業の実情に応じきめ細かく対応します。 

 

（８）事業承継支援の推進 

① 円滑な事業承継を促進するため、栃木県事業引継ぎ支援センターや外部専門家等 

 との連携を一層強化するとともに、経営者・後継者を対象としたセミナーを開催 

 します。 

② 事業承継時における資金需要に対しては、「経営承継関連保証」や新たに創設した 

 「特定経営承継関連保証」、「事業承継サポート保証」を活用し、円滑な資金調達 

 を支援します。 



③ 事業譲渡や経営者交代等による事業継続が見込めず自主的に廃業を選択した先に 

 ついては、「自主廃業支援保証」を活用し、円滑な撤退に向けた支援に努めます。 

 

（９）関係機関との連携 

① 事務局として「とちぎ中小企業支援ネットワーク会議」を開催し、情報の共有化 

 等により地域全体の経営支援のスキル向上に努めるとともに、関係機関との連携 

 強化を図ります。 

② 栃木県中小企業診断士会と提携した「外部専門家等活用支援事業」を積極的に推 

 進し、中小企業診断士の派遣による指導・助言や経営相談会の開催等により、企 

 業の経営課題にきめ細かく対応します。 

③ 関係機関との情報交換を密にするとともに、「とちぎ地域企業応援ネットワーク」 

 への参加を通じ、各機関が実施する支援施策の活用を図ることで、企業の抱える 

 多様な経営課題に応じた効果的な経営支援に取り組みます。 

④ 「認定経営革新等支援機関による経営改善計画策定支援事業」を利用した企業へ 

 の費用補助を行うことで、企業の経営改善に向けた取組を後押しします。 

 

（１０）効率的な管理・回収及び回収の最大化 

① 「求償権の事前行使」の効果的な活用や代位弁済後の速やかな回収方針の決定に 

 努めるなど、初動管理を徹底するとともに、既存先の実態把握に努め適宜回収方 

 針の見直しを行います。 

② 回収見込みのない求償権については、適正に管理事務停止及び求償権整理を実施 

 するとともに、無担保案件等の回収については、保証協会債権回収株式会社を有 

 効に活用することで、回収業務の効率化を図ります。 

 

（１１）再チャレンジ支援の推進 

① 返済について誠意が見られ、事業を継続している求償権先や保証人については、 

 分割返済や任意処分等の調整に努めるなど、事業継続に繋がる回収に取り組みま 

 す。 

② 誠実に返済を継続しており、事業再生の可能性が認められる求償権先については、 

 経営サポート会議等を活用した求償権消滅保証の利用を促進するなど、事業再生 

 に向けた支援に取り組みます。 

③ 「経営者保証に関するガイドライン」に則った債務整理の申し出に対して適切に 

 対応します。 

④ 返済を継続している保証人については、一部弁済による保証債務の免除を実施す 

 るなど、個々の状況を踏まえ、適切かつ柔軟に対応します。 

 



（１２）内部管理体制の充実 

① コンプライアンスプログラムを計画的に実施し、コンプライアンス委員会や監査 

 等によるフォローアップを実施することで、コンプライアンス態勢の強化を図り 

 ます。 

② 反社会的勢力等に対しては、関係機関との連携を一層強化するとともに、外部機 

 関から収集した情報を基にデータベースを充実化し有効活用することにより、徹 

 底的な排除に取り組みます。 

③ システムリスクに対しては、情報セキュリティ対策の厳格な対応に努めるととも 

 に、保証協会システムセンター株式会社等との連携を強化し、システムの安定的 

 な運用に取り組みます。また、災害発生等による危機リスクに対しては、事業継 

 続計画（ＢＣＰ）の適切な維持管理に努めるとともに、定期的な研修や訓練を実 

 施します。 

④ 適切な業務運営を確保するため、事業計画についての内部周知及び執行管理を徹 

 底するとともに、内部監査・検査による監督強化を図ります。また、業務実績や 

 コンプライアンスについて外部評価委員による評価を受けるなど、経営の透明性 

 を高めます。 

 

（１３）職員資質の向上及び組織の活性化 

① 保証業務を通じた実務経験に加え、研修や支援機関主催の各種セミナー等への参 

 加を通して、事業の持続・成長可能性を評価できる人材の育成に努めます。また、 

 関係機関との情報交換や外部専門家との協働を通じ、創業や各種経営支援に関す 

 るスキル・ノウハウの向上を図ります。 

② 中小企業診断士等の資格取得や通信教育講座の受講を奨励するとともに、各種研 

 修への参加や各部署におけるＯＪＴの実施により、職員の一層のレベルアップを 

 図ります。 

③ 職場環境の整備及び業務の改善に向けて職員から広く提案を求めることにより、 

 業務運営への参加意欲を高めるとともに、業務の改善に関する創意工夫を奨励し 

 ます。 

④ ワーク・ライフ・バランスを推進する職場環境の整備に努めるとともに、職員の 

 キャリア開発を推進し、男女がともに活躍できる職場づくりに取り組みます。 

 

（１４）積極的な情報発信 

① ホームページの適時適切な内容の更新・充実を図るとともに、新聞等のマスメデ 

 ィアを積極的に活用し効果的な広報活動を展開します。また、新たな広報手段の 

 導入について検討を進めます。 

② 経営改善や生産性向上等に資する保証制度や創業・経営支援の取組等について、 



 保証利用先に対し広く周知を図るため、企業訪問時における情報提供に積極的に 

 取り組みます。 

 

（１５）地方創生・地域社会への貢献 

① 創業予定者を対象としたセミナーの開催、市町が実施する創業支援事業との連携、 

 関係機関が主催する創業塾等への講師派遣を通じて創業機運の醸成を図ります。 

② 地方公共団体との連携をより一層強化し、制度融資の創設や既存制度の改善等に 

 ついて協議を進めることにより、地域課題の解決等に努めます。 

③ 地域社会への貢献として、森づくり事業「ギャランベリーの森」を継続実施する 

 とともに、県内市町等が地域活性化のために実施するイベント等へ協賛します。 

 

 

３．主要業務数値の見通し 

 
平成 30年度の主要業務数値（計画）は、以下のとおりです。 

項   目 金   額 前年度実績比 

保 証 承 諾 1,250億円  101.0％  

保証債務残高 3,010億円  92.2％  

代 位 弁 済 50億円  88.9％  

回 収 13.5億円  87.7％  

 

 

  


